
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局

【提出日】 2026年３月５日

【会社名】 六甲バター株式会社

【英訳名】 ROKKO BUTTER CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼ＣＥＯ　塚本　浩康

【本店の所在の場所】 神戸市中央区坂口通一丁目３番13号

【電話番号】 078（231）4681

【事務連絡者氏名】 上席執行役員活性本部長　丸山　泰次

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区坂口通一丁目３番13号

【電話番号】 078（231）4681

【事務連絡者氏名】 上席執行役員活性本部長　丸山　泰次

【縦覧に供する場所】 六甲バター株式会社東京支店

（東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番５号　水天宮北辰ビル）

六甲バター株式会社大阪支店

（大阪市淀川区宮原二丁目14番14号　新大阪グランドビル）

六甲バター株式会社名古屋支店

（名古屋市中区大須四丁目１番70号　TANAKA名古屋ビル）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【提出理由】

2025年１月31日開催の当社取締役会において、子会社を設立することを決議いたしました。当該子会社は、当社の特定子

会社に該当するため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規

定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①名称　　　　：QBB ASIA COMPANY LIMITED

②住所　　　　：ベトナム社会主義共和国ドンナイ省

③代表者の氏名：木原　真吾

④資本金　　　：220,236百万ベトナムドン

⑤事業の内容　：チーズの製造販売

 

（2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：－

異動後：220,236百万ベトナムドン

②当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前：－

異動後：100％

（注）「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」には出資額を、「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合」には出資比率をそれぞれ記載しております。

 

（3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：新規設立後の当該子会社の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社の特

定子会社に該当するためであります。

②異動の年月日：2025年11月
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